＜2008年春闘方針の付属資料＞
	パート一時金取り崩しへの当面の対応


2007.12.12～13生協労連第399回中央執行委員会
１．全国的にひろがる動き
全国的にパート労働者の採用が困難な状況にあり、採用時給の引き上げが経営上の喫緊の課題となっています。人手不足の蔓延によって、職場では長時間労働やサービス残業が増え、休みも取りにくくなり、有給休暇の取得率も低下し、職場からは「人手不足をなんとかして」という悲痛な声が起きています。採用時給の引き上げのためには、各地で一時金の廃止･削減によって、その原資を回す提案が相次ぐと思われます。しかし採用時給が低すぎることが重大な要素としても、それだけが採用を困難にしているわけではありません。採用してもすぐやめてしまう職場環境、過大な作業負荷と課題、指示されないマネジメント、放置される教育訓練などが原因となっている場合が多くあります。今いるパートが働き続けられる職場にという要求は切実なものになっています。
いずれにしても2008年春闘では、人手不足の解消と採用時給の引上げが労使の焦点にのぼるのは間違いありません。採用時給の引き上げが今いるパートのベースアップをともなってすすめられればいいですが、理事会の姿勢として、原資配分を一時金の廃止･削減に求めることは容易に考えられます。
労働組合が、職場論議や労使交渉でどう対応したらいいのかを考える素材を提供することが求められることから、その一助としての活用をお願いします。
２．提案されたときどういう視点で論議をすすめるか

（１）労働市場からの要請
パート労働者をめぐる労働市場は、一時金の水準が問題とされているものではありません。正規労働者は、産業的には全国的な労働市場の水準と地方（リージョナルおよび都道府県）の水準で比較され、基本的には新卒の労働市場で比較されます。その場合、賃金だけでなく一時金の水準も比較されています。しかし、パート労働者の場合は、地域的（広域的に見ても都道府県単位まで）な水準または地域的な産業･職種の水準で比較されています。残念ながら、多くのパートには一時金制度がないため、時給水準がストレートに比較されます。労働市場での採用時給が高くなるということは、労働者･労働組合にとって評価すべきことですが、理事会はパート労働者の採用時給の引き上げの原資をどこから捻出するかということで判断しようとします。
（２）経営上の必要性について

採用困難が深刻な人手不足を招いており、今いる労働者への加重労働を強いている現状は放置できないことから、（労組からの要求として）一刻も早く施策をうたないといけない事態となっています。時給相場の上昇がその状況を深刻化させていると判断できれば（当該生協の採用時給が地域同業他社と比較して低いのであれば）採用時給引き上げは有効です。ただしその有効性を発揮するケースに限界もあり、抜本的改善につながらない事態も予想されます。経営上の必要性について、職場と労働組合、理事会と認識が一致するかどうかが前提になります。
（３）小手先でなく本質的な解決を
採用時給の見せ方は、技術的には「一時金を含めて○○○円」という見せ方もできます。その点の努力を徹底して行ったのかどうか理事会に質す必要があります。人手不足の蔓延の解決は、経営としても喫緊の要請であり、職場からも解消が切実な要求となっています。しかし、すぐやめてしまうという現実があり、働き続けられる職場をつくっていく要求づくりが必要になります。本質的な解決は、働き続けられる職場にしていく改善要求をもって迫ることです。
（４）原資配分の問題の論議を
採用時給引き上げの原資配分の問題では、理事会の判断として、パート労働者の一時金に手をつけなければならないという考えが強くなっています。しかし、パート固有の問題として捉えるのばなく、全体の人件費構造の問題とし、正規･パート一体での論議が必要になります。
（５）少なくとも一時金制度は残す

一時金の廃止・減額は、モチベーションの低下という点で、全階層で発生します。一時金の取り崩しはやむなしという判断をする場合でも、一時金制度そのものの廃止は許さない、取り崩しを最小限に食い止めるというたたかいを一致点とする必要があります。

３．とりくみをすすめる上での留意点
　あらためて以下の点を捉えなおして、論議をすすめていくことが重要です。

（１）生協労連のパート労働者のたたかいの到達点から見てどうなのか
世の中のパートなど非正規に一時金制度がないなかで、生協のパート労働者は生協パート懇時代から賃金の引き上げとともに一時金制度の獲得のたたかいをすすめてきました。正規との格差解消にこだわり続けており、一時金制度の定着と引き上げのたたかいを展開してきています。その到達点を一方的に切り崩すものになることの問題は大きいものがあります。
（２）均等待遇をすすめる視点から見てどうなのか

　均等待遇をすすめる上で、同一（価値）労働同一賃金からの接近が求められます。正規の賃金は、一時金を含めたもの（退職金はもっと差が大きい）として算出することがあたり前であり、均等待遇への接近は、同一賃金制度で接近をはかることでしかないはずです。一時金の廃止･削減は、均等待遇への接近に障害をもたらしかねません。
（３）労働契約問題から見てどうなのか
　賃金･一時金は、労働の後払いという現れ方をしますが、その本質は労働契約問題です。一時金が賃金の後払いという性格を持つということが一般的に論じられますが、それは業績による一定の増減の範囲で、基本は労働契約問題と捉えるべきです。その点から、一時金の実績は労働契約として基本的には確認されている事項という捉え方が必要ではと考えています。
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